
 

 

インフルエンザ快復届 

 

県立久米島高等学校    年   組   番   氏名：                  

 

 

 

 

 

 

 

 

＊「発症後５日経過」とは、発熱した翌日から数えて５日目のことです。 

＊「解熱後２日を経過」とは解熱から数えて３日目のことです。 

＊発熱が長く、解熱後２日が記録できない場合は別の記録用紙に記録し添付して下さい。   

 

平成   年   月   日     保護者氏名：              印   

 

学校記入欄：出席停止開始日        ・快復後登校した日                      

 月   日 
体温測定時間 

（午前）  
体温 

体温測定時間 

（午後） 
体温 

解熱日 

（37.0℃以下） 

〇印記入 

最
短
で
も
こ
の
期
間
は
出
席
停
止
期
間
と
な
り
ま
す 

   月  日（  ） 

発症日（０日目） 
時   分   ℃ 時   分    ℃ 

 

   月  日（  ） 

発症日（１日目） 
時   分    ℃ 時   分    ℃ 

 

   月  日（  ） 

発症日（２日目） 
時   分    ℃ 時   分    ℃ 

 

   月  日（  ） 

発症日（３日目） 
時   分    ℃ 時   分    ℃ 

 

   月  日（  ） 

発症日（４日目） 
時   分    ℃ 時   分    ℃ 

 

   月  日（  ） 

発症日（５日目） 
時   分    ℃ 時   分    ℃ 

 

    月  日（  ） 

発症日（５日目） 
時   分    ℃ 時   分    ℃ 

 

   月  日（  ） 

発症日（５日目） 
時   分    ℃ 時   分    ℃ 

 

 

１．下記の医療機関で、インフルエンザ（  Ａ型 ・ Ｂ型 ・ 陽性 ）と診断されました。 

 

  受診日：      月   日（  ）  医療機関名：                    

 

２．治癒の根拠・・・①【発症後５日を経過】と、②【解熱後２日を経過】の両方を満たす。 

 

 

 

インフルエンザについて 
＊インフルエンザは「発症後５日を経過し、かつ解熱した後２日を経過するまで」は出席停止扱いとなります。 

下記の快復届は保護者が記入し、症状が回復して登校する際に生徒に持たせ、学校へ提出して下さい。  

＊提出の際には薬の説明書または検査結果報告書等のコピーを添付して下さい。病院の診断書は不要です。 

 

 

 


